
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

（変更） 

資料番号 ３１ 担当課 薬務衛生課 

法令名 温泉法 根拠条項 ８－３（11-2） 
不利益処

分の種類 

掘削等の工事を完了した者等

に対する措置命令 

○温泉法（昭和二十三年法律第百二十五号） 

（工事の完了又は廃止の届出等） 

第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞

なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があつたときは、第三条第一項の許可は、その効力を失う。 

３ 都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止し

たとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消さ

れた者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から二年間は、その者が掘削を行つたことにより生

ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（土地の掘削の許可） 

第三条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県

知事に申請してその許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければ

ならない。 

（増掘又は動力の装置の許可等） 

第十一条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、

環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 

２ 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同

項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この

場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二

第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の

二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場

合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあ

るのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。 

３ 第四条（第一項第二号に係る部分を除く。）、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動力の装置の許

可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた

者について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七

条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「か

ら第三号まで」とあるのは「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が

行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を

掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとす

る。 

 

 


	様式６（資料番号３１）

